
1.法人・施設の概要

福井県 

平成 17 年 11 月 29 日 

児童養護施設…１箇所 

児童家庭支援センター…１箇所 

基本方針  

（１）可能な限り家庭に近い居場所を保障

し、安全かつ安心して育つことがで

きる生活環境を創る 

（２）個別対応や心理療法的アプローチを

重視し、子どもたちにとっていつま

でも“心のふるさと”となりうる関

係性を創る 

（３）子どもの権利が擁護され、自己肯定

感が育まれる養育環境を創る 

（４）当事者の視点を大事にした実効的な

自立支援システムを創る 

（５）市民活動組織や地域自治組織と連携

し、市民参画や情報公開を進めるこ

とで開放的・民主的・快活的な組織

運営基盤を創る 

（６）自治体をはじめ多様な社会資源との

協働を通して、地域ニーズに応じた

多角的・高機能的な社会的養護事業

を創る 

（７）マネジメント能力を有するとともに、

自主的な研究や自発的な改革に挑

み続ける人材が育成される組織風

土を創る 

（８）全ての職員が孤立や暴走に陥ること 

がないようミッションの共有とチ

ームワーク（仲間意識）を大切にし

た職場風土を創る 

児童家庭支援センター 一陽・児童養護

施設 一陽 

 児童養護施設（定員：４０名） 

2.活動内容

基礎自治体や学校と連携した生活保護

家庭児童への訪問支援活動 

平成 23 年４月 

生活保護家庭児童への生活学習支援

…生活保護家庭の児童及びその家族
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学習支援を行っている様子 

現在、児童養護施設で暮らしている子

どもたちの大半は貧困家庭の出身であ

る。さらに施設入所児童の保護者自身も

また児童養護施設の出身者である、とい

うケースも少なくない。当法人は社会的

養護事業を営む組織として、このような

状況を深刻に受けとめ、地域の要支援・

生活困窮児童に対するアウトリーチ型

支援の検討を行った。 

平成２３年４月より、越前市の生活保護 

担当部署との連携のもと、社会福祉士や臨 

床心理士等の専門資格を有する３名のケー 

スワーカー（児童養護施設・児童家庭支援 

センター兼務職員）が、生活保護世帯に属 

する児童であって、殊に不登校や引きこも 

りの状態にある児童に対し訪問支援活動を 

定期的に行っている。 

その活動実績（対象児童数）は、平成２ 

３年度は４名、平成２４年度および平成２ 

５年度は５名、平成２６年度は８名となっ 

ている。 

家庭や学校へ出向き、寄り添い型・伴走

型支援を行う生活保護家庭児童への日常

生活・学習支援活動は、自治体の児童福祉

担当部署（家庭児童相談室）や生活保護担

当部署、さらには当該児童の通学する学校

との連携をベースとして展開されてきた

が、年々その関係性を緊密化させている。 

結果、就学の初期から関わっている児童

については、学習の定着がみられた。また

支援者が、保護者とは異なる大人としての

モデリングを提示することで、不登校児の

状態が少しずつ改善されている事例もあ

る。 

生活保護家庭児童への訪問支援活動は、

これまで主に学習や日常生活習慣の獲得

を目的として展開してきたが、今後は、

欠食や孤食の問題など食育・健康対策、

ソーシャルスキルの向上や孤独感の解消

といった観点からも施設機能・人材を最

大限活かした支援を行っていきたい。 

さらに中長期的には、生活困窮家庭に

あって病気の親や弟妹の世話をしている、

いわゆるヤングケアラーといわれる青年

介護者等への支援活動も、施設退所児童

へのアフターケアとリンケージさせつつ

展開していきたい。 
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